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□
規
則
□ 

千
葉
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 ········································································ 

１
頁 

 

 第 ８ ５ ８ 号 
令 和 ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 

 

  

総 

合 

事 

務 

組 

合 

公 

報 
 

  

※ 
 

こ
の
公
報
は
□
規
則
に
よ
り
組
織
団
体
に
配
布
す
る
も
の
で
す
□ 

必
ず
関
係
部
課
に
供
覧
し
て
く
だ
さ
い
□ 

 

千
葉
市
中
央
区
中
央
四
丁
目
十
七
番
八
号 

千
葉
県
自
治
会
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県 

市 

町 

村 

総 

合 

事 

務 

組 
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電
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〇
四
三
□
三
一
一
□
四
一
五
五 



千
葉
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
長 

 

岩 

田 
 

利 
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千
葉
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
規
則
第
三
号 

千
葉
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
条
例
施
行
規
則
□
昭
和
四
十
三
年
規
則
第
一
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

別
表
第
二
□
第
二
条
の
五
の
表
□
成
田
市
□H

1
8
.1
0
.
1

□
□
の
項
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□ 

□

 
 

 
行

政
職

 
９

級
 

 
８

級
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級

 
６

級
 

５
級

 
４

級
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級

・
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級
・
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行
政

職
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H
1
8
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1
0
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～

R
7
.
3
.
3
1
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級

 
 

８
級

 
７

級
 

６
級

 
５

級
 

４
級

 
３

級
・

２

級
・

１
級

 

 

に
改
め
□ 

  

行
政

職
 

（
R
7
.
4
.
1
～

）
 

 
９

級
 

８
級

 
７

級
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級
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級
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□ 

同
表
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布

施
学

校
組

合
 

□

H
1
8
.
4
.
1

□
□ 

 

を

 

 
布

施
学

校
組

合
 

□

H
1
8
.
4
.
1

□
R
7
.
3
.
31
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に
改
め
□ 
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□ 
同
表
長
生
郡
市
広
域
市
町
村
圏
組
合
□H

1
8
.
4
.1

□
□
の
項
中 

□  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
特

定
任

期
付

職
員

 

(
H
3
0
.
4
.
1
～

)
 

７
号

給
・

６
号

給
 

５
号

給
 

４
号

給
 

３
号

給
 

２
号

給
・

１
号

給
 

 
 

 
 

を 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 

□   
特

定
任

期
付

職
員

 

(
H
3
0
.
4
.
1
～

)
 

７
号

給
・

６
号

給
 

５
号

給
 

４
号

給
 

３
号

給
 

２
号

給
・

１
号

給
 

 
 

 

 

に
改
め
る
□ 

  

会
計

年
度

任
用

職

員
 

(
R
6
.
4
.
1
～

)
 

 
 

 
 

 
 

 
１

級
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 

 

別
記
様
式
第
三
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

別
記
様
式
第
三
十
二
号 

-2-



-3-



 

-4-



 
別
記
様
式
第
三
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

別
記
様
式
第
三
十
三
号 

 

-5-



 

-6-



 
別
記
様
式
第
三
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

別
記
様
式
第
三
十
四
号 

 

-7-



 

-8-



 
別
記
様
式
第
三
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

別
記
様
式
第
三
十
五
号 

 

-9-



 

-10-



 
別
記
様
式
第
三
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

別
記
様
式
第
三
十
六
号 

-11-



 

-12-



 
別
記
様
式
第
三
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

別
記
様
式
第
三
十
七
号 

-13-



 

-14-



 
別
記
様
式
第
三
十
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

別
記
様
式
第
三
十
八
号 

-15-



 

-16-



 
別
記
様
式
第
三
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

別
記
様
式
第
三
十
九
号 

-17-



 

-18-



 
別
記
様
式
第
四
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

別
記
様
式
第
四
十
号 

-19-



 

-20-



 
別
記
様
式
第
四
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

別
記
様
式
第
四
十
一
号 

-21-



 

-22-



 
別
記
様
式
第
四
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

別
記
様
式
第
四
十
三
号 

-23-



 

-24-



 
 

 

附 

則 

 
こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

 

-25-


